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小牧岩倉衛生組合条例第３号  

 

  



   小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関  

する条例の一部を改正する条例   

 

 小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（令和２年小牧岩倉衛生組合条例第２号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１項中「前条の」を「この条例において」に、「及び期末手当」

を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。  

第３条中「（第６条第２項において「基準額」という。）」を削る。  

第６条の見出し中「係る」を「相当する」に改め、同条中「基準額」を

「小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（令和２年小牧岩倉衛生組合条例第２号）第３条に規定する職員の報酬の

基準となる金額」に改める。  

第７条第３項中「地域手当相当額」を「地域手当に相当する額」に改め

る。  

第９条第４項中「勤務時間条例第３条第１項及び第４条の週休日」を「週

休日（任命権者が勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）」に改

める。  

第１１条の見出し中「旅費」を「旅行」に改める。  

第１２条第１項中「報酬」を「時間外勤務に係る報酬」に改め、同条第

２項中「報酬の額は、前項」を「時間外勤務に係る報酬の額は、同項」に、

「第１６条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同項ただし書中「同条」

を「同項」に改め、同項第１号中「。次項において同じ」を削り、同条第

３項本文中「勤務時間条例第５条の規定による」を削り、「勤務条例第３

条第２項又は第４条の規定」を「任命権者」に、「以外の時間に」を「を

超えて」に、「第１６条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同項ただ

し書中「以外の時間に」を「を超えて」に改め、同条第４項中「第１６条

第１項」を「第１８条第１項」に改め、同項第１号中「（次条の規定によ

り休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。）」を削り、同

項第２号中「時間」の次に「（次条の規定により休日勤務に係る報酬が支

給されることとなる時間を除く。）」を加える。  

第１３条第１項中「勤務時間条例第１０条第１項の規定」を「任命権者」

に、「報酬」を「休日勤務に係る報酬」に改め、同条第２項中「報酬の額

は」を「休日勤務に係る報酬の額は」に、「第１６条第１項」を「第１８



条第１項」に改め、同条第３項中「報酬」を「休日勤務に係る報酬」に改

める。  

第１４条第１項中「報酬」を「夜間勤務に係る報酬」に改め、同条第２

項中「報酬の額は」を「夜間勤務に係る報酬の額は」に、「第１６条第１

項」を「第１８条第１項」に改める。  

第１５条第１項中「の職員」の次に「（１週間当たりの勤務時間が１５

時間３０分未満の者を除く。）」を加え、「受けるべき給料の月額」を「受

けるべき給料」に、「基準月額」を「職員の報酬（他の職員との権衡を考

慮して管理者が規則で定める額を除く。）」に改め、同条第２項中「至っ

た」を「至り、かつ、１週間当たりの勤務時間が１５時間３０分以上に至

った」に改め、「に規定する任期の定めが６月以上」を削る。  

第１９条中「報酬及び期末手当の支給方法その他」を「この条例に定め

るもののほか、」に、「ついて」を「関し」に改め、同条を第２１条とし、

同条の前に次の１条を加える。  

（給与からの控除）  

第２０条  給与条例第２７条の規定は、職員について準用する。  

第１８条を削る。  

第１７条中「、勤務時間条例第８条の２第１項に規定する時間外勤務代

休時間」を削り、同条を第１９条とし、第１６条を第１８条とし、第１５

条の次に次の２条を加える。  

（勤勉手当）  

第１６条  給与条例第１９条の規定は、任期の定めが６月以上の職員（１

週間当たりの勤務時間が１５時間３０分未満の者を除く。）について準

用する。この場合において、同条第３項中「基準日現在において職員が

受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあ

るのは、「基準日（退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又

は死亡した日）以前６月以内の在職期間における職員の報酬（他の職員

との権衡を考慮して管理者が規則で定める額を除く。）の１月当たりの

平均額」と読み替えるものとする。  

２  前条第２項の規定は、前項において準用する給与条例第１９条の規定

による勤勉手当の支給について準用する。  

（特殊勤務に係る報酬）  

第１７条  小牧岩倉衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和５９



年小牧岩倉衛生組合条例第８号）に規定する業務に従事することを命ぜ

られた職員（管理者が規則で定める職員を除く。）には、同条例の例に

より計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。  

別表第１中「ア行政職報酬表（一）」を「ア行政職給料表（一）」に、

「イ行政職報酬表（二）」を「イ行政職給料表（二）」に改める。  

別表第２技能労務の項中「法第５７条に規定する単純な労務」を「定型

的な技能及び労務等の業務を行う職務」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

２  小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例（平成４年小牧岩倉

衛生組合条例第５号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項中「（地方公務員法第２２条の２第１項に掲げる職員を

除く。）」を削る。  

 

 


